
　不用品「譲ります」「譲ってください」は、鎌倉市と市民団体（NPO法人 鎌倉シチズンネット・
NPO法人 鎌倉リサイクル推進会議）との協働事業として、2008年4月スタートしました。
　あなたにとって不用なものでも、必要とする人がいます。「物もよろこぶ」「人もよろこぶ」
<リユースネットかまくら>は、物を活かす出会いのお手伝いをします（この活動は、鎌倉市不用品

登録制度に基づき運営しています）。気軽にご利用ください。

　

　＊詳しくは　ＮＰＯ法人鎌倉リサイクル推進会議（電話：0467-32-9094）にお問い合わせ下さい。

①インターネット利用
　〈リユースネットかまくら〉

　　Webの登録画面から

②登録カードを利用

内容審査

譲ってほしい人

譲りたい人
登録が

必要です

■登録カードの受付：①鎌倉市役所（市民活動課消費生活担当１階２４番窓口）
　　　　　　　　　　②４支所（大船支所・玉縄支所・深沢支所・腰越支所）
　　　　　　　　　　③NPO法人鎌倉リサイクル推進会議
　　　　　　　　　　※NPO法人鎌倉リサイクル推進会議のみ郵送でも受付ます。電話での登録は受付けません。
■登録できるもの：　家具、電気製品、衣類一般、コンピュータ用品、ベビー・子ども用品、自転車、スポーツ
　　　　　　　　　　用品、趣味用品など
　　　　　　　　　　※登録した品物の品質・管理は、登録した方が責任をお持ちください。
■登録できないもの：動植物、バイク・自動車など登録や名義変更の必要なもの、食品､金券類､美術品､化粧品､
　　　　　　　　　　貴金属、医療用品、修理が必要なものなど
■希望価格：あくまで不用品です。無料かそれに近い価格で。購入価格を越えない１万円以下でお願いします。
■公開期間：公開の翌月から３ヶ月です。期間経過後は改めて登録をしてください。
■成立や取り下げ：　登録した方が、必ず鎌倉リサイクル推進会議にご連絡ください。

①〈リユースネットかまくら〉
　に掲載・公開します
　(http://rarara.kcn-net.org/)

②市役所本庁舎、笛田リサイ
　クルセンターでは、従来通り
　掲示板に掲載もしています

不用品を不用品登録リストに登録する方法

不用品登録リストから必要な物を探して応募する方法

譲ってほしい人

譲りたい人 ①〈リユースネットかまくら〉
　(http://rarara.kcn-net.org/)

②市役所本庁舎、笛田リサ
　イクルセンターの掲示板

　不用品登録
　リストを検索し、
　品物内容を確認
　して応募

①インターネットを利用
〈リユースネットかまくら〉から
　(http://rarara.kcn-net.org/)

②電話利用（32-9094）

■インターネットの利用：「不用品登録リスト」欄から「詳細」ボタンを押して手続きしてください。登録者への
　　　　　　連絡方法を、電話またはメールでお知らせします。
■電話利用：「電話で鎌倉リサイクル推進会議に問い合わせ、①自分の氏名　②住所　③電話番号を名乗る方」に
　　　　　　登録した方の名字、電話番号、町名をお伝えします。

<リユースネットかまくら>
を利用できる人
・鎌倉市内在住、在勤、
　在学の方
・品物を市内で受け渡せる方
・営利を目的としない方

　　　　　●NPO法人鎌倉リサイクル推進会議は
　鎌倉市民・在勤・在学の方の不用品を「譲ったり」「譲られたり」
　する、橋渡しの役割業務とお手伝いをします（連絡・受け渡しは
　登録者と応募者が直接行います。双方の折衝には一切関与しません)。


